
〔参考Ⅱ－５〕







日本振興銀行の旧役員に対する責任追及訴訟の提起について

平成 23 年 8月 23 日

預金保険機構

1. 日本振興銀行の取締役であった木村剛ら７名を被告とする内金５０億円の損

害賠償請求事件等が、本日（８月２３日）、整理回収機構により東京地方裁判

所に提訴されました。当機構は、同銀行の金融整理管財人として、本年（平成

２３年）４月２５日に実施した事業譲渡において、整理回収機構に対し、損害賠

償請求債権等も譲渡したことから、当機構ではなく、整理回収機構が提訴した

ものです。  

2. 当機構は、昨年（平成２２年）９月、破綻した同銀行の金融整理管財人に選任

されて以降、預金保険法８３条（被管理金融機関の経営者等の破綻の責任を

明確にするための措置）の規定に基づき、破綻までの経営陣の民事・刑事上

の責任追及を適正・厳正に行うための調査を行ってきました。  

3. 同銀行は、平成１９年１２月以降、株式会社ＳＦＣＧ（現在破産手続中）から合

計１７回にわたり総額１７０５億円に及ぶ大量の貸付債権を額面で買い取りま

した。これは、ＳＦＣＧに対する実質的な信用供与であり、同銀行破綻の大きな

原因の一つでした。調査の結果、この買取りのうち、平成２０年１０月及び同年

１１月の２回にわたる合計４６０億円の貸付債権の買取りについては、買取対

象となる貸付債権自体の価値に大きな問題があったこと、連帯保証人である

ＳＦＣＧの資金繰りが悪化し、その支払能力が極めて低くなっていたこと、それ

にもかかわらず大幅な担保不足が生じていたこと、これらの事実が旧役員に

も明らかとなっていた中で、旧役員全員が取締役会において賛成して承認決

議をし、その結果、買取りが実行され、その後、現に買取債権を回収できずに

損害が生じていることなどが判明しました。当機構は、整理回収機構の代理

人弁護士とも協議を重ね、この買取りの承認は旧役員の取締役としての善管

注意義務に違反する行為であり、これによって生じた損害については、当時の

取締役７名に対し、会社法４２３条１項に基づく賠償責任を問えると判断しまし

た。 

4. また、木村剛が、同銀行の役員を辞任した昨年５月以降、その近親者らに対

し、強制執行の引当てになるはずの自己の責任財産を散逸させていたことも



判明しました。当機構は、この点についても整理回収機構の代理人弁護士と

協議し、この行為は民法４２４条に定められた詐害行為に該当し、取消しの対

象となるから、近親者らの手に渡った財産を木村剛のもとへ取り戻し、強制執

行の引当てにできると判断しました。  

5. 当機構としては、整理回収機構に対し、当該訴訟に関する指導・助言を行うほ

か、金融整理管財人として鋭意調査を継続し、その結果、責任追及すべき案

件が認められた場合には、民事上の損害賠償請求事件の提訴や関係機関へ

の刑事告訴・告発など民事・刑事上の責任追及を適正・厳正に実施していく方

針です。  

以上


